
埼玉県いじめ問題対策会議 

１．設置目的 

    子どものいじめ問題に関する施策を知事部局、教育局、警察本部が一体となって、総合的 
  かつ効果的に推進し、いじめ問題の根絶を図る。 
 

２．組  織 

        埼玉県いじめ問題対策会議 

議長 塩川副知事 

 

         知事部局          教育局        警察本部          有識者 

           ・総合調整幹             ・副教育長          ・生活安全部長 

          ・改革政策局長              ・県立学校部長         

           ・総務部長                 ・市町村支援部長 

           ・福祉部長 

           ・保健医療部長 

           ・県民生活部長 

         （副議長） 

 

 

 

     幹 事 会 

幹事長 平野県民生活部副部長 

 

            知事部局          教育局         警察本部            

               ・学事課長             ・高校教育指導課長        ・少年課長             ワーキング 

               ・広聴広報課長          ・生徒指導課長           ・少年捜査課長     グ ル ー プ 

                ・人権推進課長           ・義務教育指導課                   （有識者） 

               ・障害者福祉推進課長       ・家庭地域連携課長 

               ・こども安全課長          ・人権教育課長 

               ・疾病対策課長 

               ・青少年課長（事務局） 

 

 

３．検討内容 

 （１）いじめの実態把握・分析 

 （２）学校現場支援方策の検討 

 （３）いじめ防止キャンペーン 

 （４）対応策取りまとめ 

４．これまでの実績  

（平成 24年度） 

        【対策会議】                【幹事会】 
  ○第１回対策会議   ８月２９日（水）   ○第１回幹事会   ９月 ６日（木） 

   ○第２回対策会議   ９月１８日（火）   ○第２回幹事会  １０月１２日（金） 

   ○第３回対策会議  １０月２２日（月）   ○第３回幹事会   ２月 ４日（月） 

（平成 25年度） 

  ○第１回対策会議   ７月３０日（水）   ○第１回幹事会   ７月１１日（木） 
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